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貨物自動車運送事業法に基づく運送利用管理規程の作成（変更）及び 

運送利用管理者の選任（解任）に係る届出の様式例 並びに 

改正貨物自動車運送事業法Ｑ＆Ａ（令和 7 年 3 月 31 日時点）の公表について 

 

 

 平素は当協会の業務運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、改正貨物自動車運送事業法につきまして、別添のとおり国土交通省より運

送利用管理規程関係様式例に関し事務連絡があり、また、あわせて改正貨物自動車

運送事業法Ｑ＆Ａが更新されましたので、ご案内申し上げます。 
なお、関係様式例及びＱ＆Ａにつきましては、全ト協ホームページにて掲載して

おりますことを申し添えます。 
 
 
【添付資料】 
 
 ・国土交通省事務連絡「貨物自動車運送事業法に基づく運送利用管理規程の作成

（変更）及び運送利用管理者の選任（解任）に係る届出の様式例について」

（令和７年３月３１日） 
 
 ・改正貨物自動車運送事業法Ｑ＆Ａ（令和７年３月３１日時点） 
 
 
 

       ◇本件お問い合わせ先： 
（公社）全日本トラック協会 企画部 
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